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■皆様からのご相談を受けていると，しばしば，「もっと早く相談し

てくれていたら…」と思うことがあります。

■たとえば，もっともらしい名前の業者からサイト利用料を請求さ

れてお金を払ったら２回目の請求がきたというご相談や，貸金業者

に１０日で２割の利息を払い続けているがもう払えないというご相談

を受けることがあります。弁護士の目から見ると，架空請求だった

り，違法な高金利のため支払義務がなかったりするので，「今まで払

う必要がなかったし，今後も一切払う必要はないですよ。」と回答し

ます。

■しかし，払ったお金を取り戻そうとしても，相手の業者に関して携帯電話番号と振込先口座しか分か

らないため相手を特定できないなどの理由で，お金を取り戻すのが困難な場合が多いです。

■これらのケースでは，本当は，お金を払う前にご相談に来ていただいたら良かったのだと思います。

ぜひ，問題が起きる前に，法テラスを活用して，問題の発生を予防してください。（弁護士　北舘篤広）

予約制

　昨年10月から「子ども手当」の制度が変更され、これまで子ども手当を受給していた方も含めすべての

方が、「子ども手当認定請求書」を提出することになりました。　まだ提出されていない方は、３月中に手

続きを行うと、昨年10月までさかのぼって手当を受給することができます。

　また、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときは「子ども手当額改定認定請求書」の提出

が必要です。この場合、請求をした日の属する月の翌月分から、子ども手当の額が増額されますので忘れ

ずに手続きをしてください。

【申請に必要な書類】

①子ども手当認定請求書②請求者の世帯全員の保険証の写し③請求者の預金通帳の写し

※この他に提出書類が必要となる場合があります。

「子ども手当」

渇「子ども手当認定請求書」がない方や子ども手当のことでわからないことがありましたら、お気軽にお問い
合わせください。
渇公務員の方の手続きは、勤務先となります。

船舶海難発生状況及び事故防止について！

【問い合せ先】　瀬棚海上保安署 殺013７-8７-2634

興 自己救命策確保の３つのポイント
①ライフジャケットの常時着用/ ②連絡手段の確保
③海のもしもは１１８番

賛上記は、瀬棚海上保安署が所属
する第一管区海上保安本部管内
の平成２３年における船舶海難の
発生状況です。

　海上荒天の多い厳冬期は、事故が発生しやすい時期となります。
　右記のグラフのとおり、漁船による海難が約５割、続いてﾌ゚ﾚｼ゙ｬーﾎ゙ ﾄーが約
３割を占めており、漁船やﾌ゚ﾚｼ゙ｬーﾎ゙ ﾄー等の小型船舶による海難が依然として
多く見られる状況です。
　この時期、危険を伴う操業や居眠り運転などがないよう最新の気象海象情
報を確認し、無理をしないようにしましょう。

　興法テラス江差法律事務所　撮050-3383-5563　　　　興

認定請求の手続きはお済ですか?

  こんにちは！ 法テラスです！　法テラス江差通信  №4

　　「サイト利用料を請求された…」「貸金業者に１０日で２割の利息を…」早めのご相談を！

【問い合わせ先】
本　　　　庁　町民児童課児童福祉係 殺 0137-84-5111（内線１１３3）
瀬棚総合支所　地域町民課福祉係 　　殺 0137-87-3311（内線3143）
大成総合支所　地域町民課戸籍年金係 殺 01398-4-5511（内線２１1８）
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北海道開発局函館開発建設部では、地域の方々の参加を　北海道開発局 函館開発建設部では、地域の方々の参加を得得
て、河川環境の保全、創出及び秩序のある利用をきめ細かて、河川環境の保全、創出及び秩序のある利用をきめ細かくく
行うため河川環境保全モニター制度を実施しており、河川行うため河川環境保全モニター制度を実施しており、河川環環
境保全モニターを公募いたします境保全モニターを公募いたします。。

平成24年度
後志利別川河川環境保全
モニター募集のお知らせ

１活動内容
　毎月2回程度、次の事項を様式に記入して郵送又は持参していただきます。
①河川環境の保全と秩序ある利用に支障を与える行為や河川状況の異常を発見した場合に報告。
②河川環境の保全や調和を図るための河川工事や管理に関するアイディアを寄せる。
③特に河川管理者に連絡する事項。
　また、河川管理者とともに河川環境の保全と創出に関する地域の交流・啓発活動の参加に努めて頂きます。
（余暇時間等で対応出来る範囲）
２応募資格
　河川環境に関心を持ち、上記活動を実行できる満20歳以上で今金町及びせた
な町に居住する方。
３委嘱方法と任期
　函館開発建設部長から委嘱され、任期は平成24年4月1日から平成25年3月31
日まで。
４募集人員と報酬
　１名。薄謝進呈（平成23年度は2,000円/1回）
５選考方法
　河川環境保全活動に参加している方を選考し結果は郵送もしくは電話にて応募者全員に通知いたします。
６応募方法
　3月15日までに下記事項を記入し、郵便はがき又はFAXにて応募願います。
〈記入事項〉
■氏名　■年齢、生年月日、性別　■住所、電話番号■職業　■応募理由■地域の活動へ参加した経験■所属す
る団体等があればその組織名と役職（○町内会役員、NPO法人、つりの会等）取得した個人情報は、本業務以
外には利用いたしません。
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【応募・お問い合わせ先】
■函館開発建設部　工務課　工務専門官　    〒040-8501 函館市大川町1-27　
                                                                    始0138-42-7604(ダイヤルイン)   姉　0138-45-9421
■函館開発建設部今金河川事務所　副所長    〒049-4308 瀬棚郡今金町字今金414-7
                                                                    始0137-82-0041姉0137-82-2164
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興問い合わせ先

人事院北海道事務局

第二課試験係

 撮011・241・1248

興申込専用アドレス

http://www.jinji-

shiken.go.jp/juken.htm

●特別給付金を支給しています。

●給付の受付は平成24年3月31日

（消印有効）までとなっています。

●まだ請求されていない方は、平

和祈念事業特別基金まで連絡く

ださい。

問合せ　

撮0570・059・204（ナビダイヤル）

 【受付時間　平日9時～18時】
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